
 

令和６年度第２回学校給食センター運営委員会 

 
日時：令和７年３月５日（水）午後２時から 

                                   場所：白井市学校給食センター２階 研修室 

 

 

次   第 
 

１ 開会 

 

２ 報告事項 

（１）令和６年度学校給食センターの事業実施状況について 

（２）令和６年度（第１～３四半期）PFI 事業運営業務報告について 

    

３ 議 題 

（１） 令和７年度学校給食センターの運営方針について 

 

  ４ その他 

 

５ 閉 会 



 資料１  

報告事項（１） 

令和 6 年度学校給食センターの事業実施状況 

1 学校別給食提供数について 

                                                                  令和７年２月３日現在 

小学校 

食数 

（職員含

む） 

アレル

ギー

対応

食 

牛乳  

停止

牛乳

のみ

飲用

給食停

止 （弁

当持参）

中学校 

食数 

（職員含

む） 

アレル

ギー

対応

食 

牛乳  

停止

牛乳

のみ

飲用

給食停

止 （弁

当持参）

第一小 169 0 0 0 0 白井中 145 0 1 0 0 

第二小 109 0 2 0 0 大山口中 652 2 4 0 1 

第三小 598 1 4 1 0 南山中 456 0 8 0 0 

大山口小 513 1 3 0 0 七次台中 532 0 3 0 0 

清水口小 403 4 4 2 0 計（4 校） 1,785 2 16 0 1 

南山小 342 3 2 2 0 
 

 

七次台小 616 3 10 3 1  

池の上小 417 1 10 1 0 

計（8 校） 3,167 13 31 9 1 
合計 

（12 校） 
4,952 15 47 9 2 

 

2 「給食と食に関するアンケート」の結果について 

    市内の小学５年生、中学１年生約 1,090 人を対象に「給食と食に関するアンケート」（令和 6 年度）

を実施しました。【別紙１参照】 

    アンケートの内容としては、「給食は好きですか」「給食は残さず食べますか」「給食で白井市産や千

葉県産の農産物を使っていることを知っていますか」「苦手な食べ物はありますか」などについて質問し

ました。 

「給食は好きですか」の問いでは、全体の約８割以上の児童生徒が「はい」と回答し、その理由として

「おいしいから」「友達と食べることができて楽しいから」「お腹がすいているから」の順となっています。 

また、「いいえ」と回答した小学生 14.3％、中学生 13.1％の理由としては、「嫌いなものがでるから」

「おいしくないから」「量が多いから」の順となっています。 

小学生に比べ中学生の方が 1.2 ポイント「給食が好き」と回答しています。 

   「給食は残さず食べますか」の問いでは、「残さず食べる」と回答した小学生は、43.4％、中学生は

55.1％でした。「時々残す」「いつも残す」を合わせた割合は、全体の約４割強～５割となります。  
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理由としては、「嫌いなものがでるから」「時間が足りないから」「量が多いから」の順となっています。 

給食では食育の観点から、「様々な食品を食べる経験を増やす」「成長期に必要な栄養の確保」「バ

ランスの良い食事」を基本に考え、学校教育の一環として給食を提供しています。 

 

 

3 給食の食べ残しについて 

学校給食センターでは、毎日、給食の食べ残し量を 

計量しています。 

学校により若干残菜率に違いがありますが、平均で 

小学校１８．0%、中学校１1．6%の残菜率となります。 

また、学校給食センターでは、残菜を減らす取組みとして、 

栄養指導の実施、残菜の多いメニューの味付けの工夫や 

新メニューの開発、また ICT を活用し調理作業の映像を 

学校で視聴することで喫食を促すなど学校と連携を図り 

ながら取り組んでいます。 

 

 

4 「食物 アレルギー実態調査」の結果について 

    市内の小・中学校１４校の食物アレルギー実態調査を実施しました。【別紙２参照】 

    食物アレルギーについて、食材別アレルゲンの調査を毎年実施しています。食物アレルギーをもつ小学

生は 289 名、中学生 130 名、合計 419 名で全体の１割弱の児童生徒が何らかの食物アレルギーをも

っています。 

食材別アレルギーの調査では、小中共に「卵」のアレルゲンをもつ児童生徒が最も多く、次いで小学

生では「落花生」、「くるみ」、「キウイフルーツ」、「乳製品」、中学生では「えび」、「落花生」、「乳製品」、

「かに」、「いくら」の順となっています。 

    エピペンや薬を所持している小学生は、延べ 43 名、中学生は 11 名でした。 

    食物アレルギー等により給食を停止している児童生徒は２名、飲用牛乳を停止している児童生徒は

47 名となります。 

また、学校給食を提供する中で、給食を配膳する際に該当する食品を除去するなどの対応し、給食を

食べている児童生徒は 108 名となります。 

なお、給食センターでは、アレルゲン配合表にて食物アレルゲンを表示しており、現在は特定原材料の

「卵」「乳」「小麦」「えび」「かに」「そば」「落花生」の 7 品目に「大豆」を加え 8 品目の表示をしていま

すが、令和 7 年 4 月からは「くるみ」が表示義務に加わったことから、合わせて 9 品目について表示しま

す。今年度の調査で「くるみ」をアレルゲンに持つ児童生徒は小中合わせて 51 名であり、増加傾向にあ

ります。 

 

 残菜率（％） 

小学校 １８．0 

中学校 １1.6 

平均 １4.8 

【令和 6 年度平均（4 月～１月）】 
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 資料２   

報告事項（2）  

令和６年度（第１～３四半期） PFI 事業運営業務報告 

 

１  総括報告 

   学校給食が教育の一環であることを踏まえ、安全で衛生的な給食を提供することを第一の目標

とし、「より豊かで安全な学校給食の実現」を目指し業務を遂行した。 

  実施運営業務 

（１）   給食業務（検収補助、調理、洗浄等、配送及び回収、配膳、残滓及び廃棄物処理、配送車

両維持管理） 

（２）  教育研修 

（３）  衛生管理業務 

 

2  運営業務の実施状況 

〇実施体制 

  運営業務長期計画書の「配置人員計画・配置基準」に従い人員配置できるよう努め、概ね安定

した運営業務を実施した。 

 ・従業員等（令和７年２月現在） 

 （株）東洋食品：総括責任者１名、調理員３９名（内社員１４名）、事務パート１名、清掃パート２名 

              各学校配膳員パート３７名、配送員８名、合計８７名 

〇運営業務履行状況 

・給食実施日数（令和６年４月～12 月）                                      （単位：日） 

 4 月 ５月 ６月 ７月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計 

給食日数 13 21 20 12 18 22 20 15 141 

 

・給食提供数（令和６年４月～12 月）                                        （単位：食） 

 4 月 ５月 ６月 ７月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計 

基本食 63,458 102,798 95,041 58,095 87,152 102,915 96,763 72,846 679,068

アレルギー 

除去食 195 355 328 204 296 331 313 239 2,261 

 

〇維持管理運営業務委託料 

 サービス対価Ｂ（固定料金・変動料金） 

【固定料金】 

維持管理、運営業務に係る対価を令和１６年 8 月までの運営期間中に四半期ごとに 62 回、 

委託料を支払う。 

  （費用の内容） 

   ・建物維持管理業務・建築設備維持管理業務・食器・食缶等維持管理業務 

   ・調理設備、調理備品維持管理業務・警備業務・清掃業務 
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【変動料金】 

給食提供食数に応じて、四半期毎に 1 食あたりの単価を乗じて委託料を支払う。 

 

サービス対価Ｂの支払金額                                          （単位：円） 

 

 

 

 

 

  

変動料金の内訳 

    基本食 アレルギー除去食 

単価（円） 食数 金額（税込） 単価（円） 食数 金額（税込） 

第 1 四半期  

6.17 

  

261,297 1,773,422  

225.31 

878 217,604 

第 2 四半期 145,247 985,790 500 123,920 

第 3 四半期  272,524  1,849,620 883 218,843 

 

〇異物混入等の報告について                                            （単位：件） 

   給食提供
数誤り

食器等の
数誤り

異物混入
食器等 
の汚れ

遅配等 
機器等の

不備
その他 

第 1 四半期 3 1 3 5 0 3 12 

第 2 四半期 0 1 3 0 0 3 5 

第 3 四半期 0 0 4 3 0 2 9 

 

〇年間スケジュールに基づく教育・研修等の実施結果 

 ・毎月及び四半期ごとの運営業務報告書を提出。 

 ・教育研修の実施 

 ・新型コロナウイルス感染防止のため、必要に応じ資料配布等により講習を実施。 

 

〇衛生管理業務 

 ・一般衛生管理マニュアル、HACCP 対応マニュアル等に従い、施設設備の点検や従業員の健康

管理、給食調理の工程チエック等衛生管理を実施。 

 ・食中毒のメカニズム、事例研究等を実施し、従業員の衛生管理意識の向上に努めた。 

 

〇運営協議会の開催 

 ・毎月１回、市・維持管理会社と運営業務について協議及び進捗状況の報告を実施。 

 

 

 

 

    固定料金 変動料金 計 

第 1 四半期（4 月～6 月） 70,407,159 1,991,026 72,398,185 

第 2 四半期（7 月～9 月） 70,407,159 1,109,710 71,516,869 

第 3 四半期（10 月～12 月） 70,407,159 2,068,463 72,475,622 
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                                    資料３  

議題（１） 

令和７年度学校給食センターの運営方針について 

 

１ 学校給食の概要 

（１）令和７年度給食提供数及び給食費 

 
 給食回数

給食提供
数(1 日) 

給食費 
月額 

保護者・教職員
の負担額 
(月額) 

市負担額 １食あたり 

小学校 
※桜台
小学校
を除く 

児童 

189 回 
3,124

食

5,000

円

4,500 円 500 円

291 円
教職員 5,000 円 ― 

中学校 
※桜台
中学校
を除く 

生徒 

189 回 
1,820

食

5,900

円

0 円 5,900 円

343 円

教職員 5,900 円 ― 

合計 ― 
4,944

食
― ―   ― ― 

令和７年度の給食実施回数は、年１８９回となります。 

１日あたりの給食提供数は、４，944 食を予定しています。令和７年度は今年度に比べ 95 人

程度減少する見込みとなります。 

  学校給食費については、食材費の高騰が続いているなか、学校給食の量や質を確保するため

令和６年４月から改定を行っており、改定額は、小学生が月額５，０００円、中学生が月額５，９００

円となりますが、改定による増額分の小学生５００円、中学生６００円については、保護者負担の

軽減を図るため公費負担としています。令和７年度も増額分については、公費負担することとしま

す。また、新たに中学生の給食費の無償化を行います。 

  

（2）第３子以降の学校給食費の無償化について 

物価高騰などの理由により、経済的負担が大きい多子世帯の保護者の負担を軽減するた

め、市内の小中学校に通う第３子以降の学校給食費について、令和 7 年度も継続して無償化

を行います。 
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別紙１
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別紙２
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